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手当に関する条例の一部を改正する条例�

（第４３号）� 5
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〇広島市個人番号の利用に関する条例別表第

２の規則で定める事務及び情報を定める規

則の一部を改正する規則（第５２号）� 19

〇広島市印鑑条例の一部を改正する条例の施

行期日を定める規則（第５３号）� 20

〇広島市運動場条例施行規則の一部を改正す

る規則（第５４号）� 20

〇広島サッカースタジアム条例施行規則の一
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一部を改正する規則（第５６号）� 21

〇一般職の職員の給与に関する条例施行規則

等の一部を改正する規則（第５７号）� 21

〇技能業務職員の給与に関する規則等の一部

を改正する規則（第５８号）� 22

〇職員の退職手当に関する条例施行規則の一

部を改正する規則（第５９号）� 24

告　　　　　示

〇地方自治法による広島市収納代理金融機関

の指定に関する告示の一部改正� 24

〇地方公営企業法による広島市下水道事業出

納取扱金融機関及び広島市下水道事業収納

取扱金融機関の指定に関する告示の一部改�

正� 24

〇開発行為に関する工事の完了� 24

〇指定納付受託者の指定� 25

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者

及び指定介護予防サービス事業者の指定� 25

〇介護保険法による指定地域密着型サービス�

事業者の指定� 25

〇介護保険法による指定事業者の指定� 25

〇子ども・子育て支援法の確認� 25

〇広島市市営富士見町第六駐車場の休止を定

めた令和５年８月２９日付け広島市告示第

３４５号の改正� 26

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店

舗の届出事項の変更の届出� 26

〇開発行為に関する工事の完了� 26

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための医療を担当する

機関の指定の更新　２件� 26

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための施術者の廃止の�

届出� 27

〇都市計画法による広島圏都市計画（広島平
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廃止の届出� 34

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の

事業者認定等に関する要綱による指定事業

者の廃止の届出� 34

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（中�

区）　２件� 34

〇放置自転車等の撤去（中区）� 34

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（中�

区）　２件� 34

〇放置自転車等の撤去（中区）� 35

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（中�

区）� 35

〇放置自転車等の撤去（中区）� 35

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（中�

区）� 35

〇放置自転車の撤去（東区）� 35

〇道路の区域変更（東区）� 35

〇道路の供用開始（東区）� 35

〇放置自転車の撤去（東区）　２件� 35

〇長期間駐車されていた自転車等移動（東区）� 36

〇放置自転車等の撤去（南区）� 36

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（南�

区）� 36

〇放置自転車等の撤去（南区）　２件� 36

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（南�

区）� 36

〇放置自転車等の撤去（南区）　２件� 36

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（南�

区）� 37

〇放置自転車等の撤去（南区）� 37

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（南�

区）� 37

〇放置自転車等の撤去（南区）　２件� 37

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（南�

区）� 37

〇放置自転車等の撤去（南区）� 37

〇建築基準法による一つの敷地とみなすこと

等による一団地を認定（南区）� 37

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃�

止（南区）� 37

〇放置自転車等の撤去（西区）� 38

〇広島市屋外広告物条例による広告物を除却

し、保管（西区）� 38

〇放置自転車等の撤去（西区）　７件� 38

〇道路の区域変更（安佐南区）� 39

〇道路の供用開始（安佐南区）� 39

〇道路の区域変更（安佐南区）� 39

〇道路の供用開始（安佐南区）� 39

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

舗の届出事項の変更の届出� 30

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための医療を担当する�

機関の指定� 30

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による指定医療機関から廃止の届出� 31

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による指定医療機関から変更の届出� 31

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による指定医療機関から休止の届出� 31

〇子ども・子育て支援法による令和４年度の

市立保育園及び市立認定こども園の施設型

給付費について告示� 31

〇公共下水道の供用開始� 31

〇公共下水道の終末処理場による下水の処理�

開始� 31

〇農業集落排水処理施設の供用開始� 32

〇広島市国民宿舎湯来ロッジ、広島市湯来交

流体験センター及び広島市湯の山温泉館の

指定管理者の指定� 32

〇瀬戸内海環境保全特別措置法による特定施

設の設置及び構造等の変更の許可申請の告�

示� 32

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための医療を担当する�

機関の指定� 33

〇広島市公園条例による広島広域公園陸上競�

技場の呼称� 33

〇開発行為に関する工事の完了� 33

〇広島市似島歓迎交流センターの呼称� 33

〇自転車等の所有権の取得� 33

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店

舗についての意見書の提出� 33

〇介護保険法による指定居宅サービス事業及

び指定介護予防サービス事業の廃止の届出� 34

〇介護保険法による指定地域密着型サービス

事業又は指定地域密着型介護予防サービス

事業の廃止の届出� 34

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業の�
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る特例を一団地に認定（佐伯区）� 44

　　　　　公　　　　　告

〇広島市徴税吏員証・固定資産評価補助員証�

の無効� 44

　　　　　市 議 会 規 則

〇広島市議会会議規則の一部を改正する規則�

（第１号）� 44

　　　　　人事委員会規則

〇初任給、昇給、昇給等の基準に関する規則

等の一部を改正する規則（第１１号）� 44

　　　　　教育委員会告示

〇広島市教育委員会議（定例会）の開催� 45

　　　　　監　査　公　表

〇包括外部監査の結果（指摘事項）に対する

措置事項及び監査の意見に対する対応結果�

の公表� 46

佐南区）� 39

〇建築基準法による道路の位置の指定（安佐�

南区）� 39

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐南区）� 39

〇建築基準法による道路の指定（安佐南区）� 40

〇市街化区域内の水路の指定の変更（安佐北�

区）� 40

〇路線名等を定める法定外公共物の指定（安�

佐北区）� 40

〇市街化区域内の水路の指定（安佐北区）� 40

〇道路の区域変更（安佐北区）� 40

〇路線名等を定める法定外公共物の廃止（安�

佐北区）� 40

〇建築基準法による道路の位置の指定（安佐�

北区）� 41

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐北区）� 41

〇放置自転車等の撤去（安佐北区）� 41

〇道路の区域変更（安芸区）� 41

〇道路の供用開始（安芸区）� 41

〇建築基準法による道路の位置の指定（安芸�

区）� 41

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

芸区）� 41

〇放置自転車等の撤去（安芸区）� 42

〇道路の区域変更（安芸区）� 42

〇道路の供用開始（安芸区）� 42

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 42

〇屋外広告物法による広告物等を除却し、保�

管（佐伯区）� 42

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 42

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 42

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）　２件� 42

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 43

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）　２件� 43

〇建築基準法による道路の位置の指定（佐伯�

区）� 43

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）　２件� 43

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 43

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃�

止（佐伯区）� 43

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 44

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 44

〇建築基準法による一定の複数建築物に対す
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広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實

条 例
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広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實
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広島市告示第４６８号

令和５年１２月１日

　地方自治法施行令第１６８条第４項の規定に基づく広島市収納

代理金融機関の指定に関する告示（昭和６０年広島市告示第１２

６号）の一部を次のように改正し、令和６年４月１日から施行し

ます。

　別表全店舗の欄中「株式会社西京銀行」の右に「（山口県内

以外の店舗については、口座振替の方法による収納の事務に限

る。）」を加え、「みずほ信託銀行株式会社」の右に「（口座振

替の方法による収納の事務に限る。）」を加える。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４６９号

令和５年１２月１日

　地方公営企業法施行令第２２条の２第１項の規定に基づく広島

市下水道事業出納取扱金融機関及び広島市下水道事業収納取扱金

融機関の指定に関する告示（昭和６０年広島市告示第１２７号）

の一部を次のように改正し、令和６年４月１日から施行します。

　別表全店舗の欄中「株式会社西京銀行」の右に「（山口県内

以外の店舗については、口座振替の方法による収納の事務に限

る。）」を加え、「みずほ信託銀行株式会社」の右に「（口座振

替の方法による収納の事務に限る。）」を加える。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４７０号

令和５年１２月１日

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市東区馬木六丁目の４４９番２の一部、１７２８番３、

１７２９番１０、１７３０番１の一部、１７３０番２、１７

３２番１の一部、１７３２番２の一部、１７３２番３、１７

３３番の一部、１７３５番の一部、１７３７番１０の一部、

１９４７番３並びに４４９番２地先の里道及び１９４７番３

地先の里道

２　開発面積

２，８９５．３６㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市東区上温品一丁目３１番１１号

シンアイ不動産販売株式会社

代表取締役　小笠原　慎二

４　検査済証交付年月日

広島市長　　松　井　一　實

告 示
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令和５年１２月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４７１号

令和５年１２月１日

　次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２３１条の２の３第２項の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地

名称　フェリカポケットマーケティング株式会社

主たる事務所の所在地　東京都文京区本郷一丁目１０番９号

　　　　　　　　　　　住友不動産水道橋壱岐坂ビル４階

２　指定納付受託者の指定をした日

令和５年１２月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４７２号

令和５年１２月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第７

８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により告示しま

す。

　指定年月日　令和５年１２月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社トラ
スティサポー
ト

サポートセン
ターとらいあ
んぐる安佐南

広島市安佐南
区緑井二丁目
２１番２４－
１０４号

訪問介護

株式会社ラシ
ャ

介護事業所ｆ
ｅｚ

広島市安佐南
区大町東一丁
目１７番１７
号セプト平原
１０２号室

訪問介護

株式会社ライ
ノ

とんぼ訪問看
護ステーショ
ン

広島市東区戸
坂大上四丁目
１５番２６号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

合同会社アル
ファ

アルファ福祉
用具

広島市安芸区
矢野東四丁目
２５番４３－
１０２号

福祉用具貸与及
び介護予防福祉
用具貸与

合同会社アル
ファ

アルファ福祉
用具

広島市安芸区
矢野東四丁目
２５番４３－
１０２号

特定福祉用具販
売及び特定介護
予防福祉用具販
売

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４７３号

令和５年１２月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項に

規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指

定したので、同法第７８条の１１第１号の規定により告示しま

す。

　指定年月日　令和５年１２月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社こも
れび

デイサービス
センターあさ
ぎり

広島市南区翠
三丁目１３番
２０号

地域密着型通所
介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４７４号

令和５年１２月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

　指定年月日　令和５年１２月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

ラルゴ合同会
社

ヘルパーステ
ーション藤の
花

広島市中区河
原町１番２２
－２０３号

訪問介護サービ
ス、生活援助特
化型訪問サービ
ス

株式会社トラ
スティサポー
ト

サポートセン
ターとらいあ
んぐる安佐南

広島市安佐南
区緑井二丁目
２１番２４－
１０４号

訪問介護サービ
ス、生活援助特
化型訪問サービ
ス

株式会社ラシ
ャ

介護事業所ｆ
ｅｚ

広島市安佐南
区大町東一丁
目１７番１７
号セプト平原
１０２号室

訪問介護サービ
ス、生活援助特
化型訪問サービ
ス

株式会社こも
れび

デイサービス
センターあさ
ぎり

広島市南区翠
三丁目１３番
２０号

１日型デイサー
ビス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４７５号

令和５年１２月１日

　以下の者について、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第３０条の１１第１項の確認をしましたので、同法第５

８条の１１第１号の規定により公示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　子ども・子育て支援施設等の種類

　児童福祉法第５９条の２第１項に規定する認可外保育施設

（第７条第１０項第４号関係）

２　特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事

業所の名称及び所在地

別紙のとおり



広　　島　　市　　報―２６―　第１１２４号 令和６年１月３１日

　令和５年１２月７日から令和６年４月７日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和６年４月７日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４７８号

令和５年１２月７日

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐南区長楽寺一丁目の８６番１７の一部、５３６番

の一部、５３７番１の一部、５３９番１、５４１番１並びに

８６番１７地先の里道及び水路並びに５３６番地先の里道及

び水路

２　開発面積

１，６２９．８２㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市西区西観音町１８番４号ＢＪＣ，ｂｌｄｇ．

株式会社ＢＪＣ

代表取締役　大㟢慎太郎

４　検査済証交付年月日

令和５年１２月７日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４７９号

令和５年１２月８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

３　確認年月日

令和５年１２月１日

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４７６号

令和５年１２月６日

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６

条の規定に基づき、広島市市営富士見町第六駐車場の休止を定め

た令和５年８月２９日付け広島市告示第３４５号を次のとおり改

正します。

広島市長　　松　井　一　實

　表広島市市営富士見町第六駐車場の項中「同年１２月２８日

（木）午後５時まで」を「令和６年２月２９日（木）午後５時ま

で」に改める。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４７７号

令和５年１２月７日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

名　称　アクロスプラザ高陽

所在地　広島市安佐北区深川五丁目１７１０番ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

芙蓉総合リース株式会社

代表取締役　織田　寛明

東京都千代田区麹町五丁目１番地１

３　変更事項

　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

別紙１のとおり

（変更後）

別紙２のとおり

４　変更年月日

別紙２のとおり

５　届出年月日

令和５年１２月６日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業復興部商業振興課

⑵　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

広島市安佐北区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間
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広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４８０号

令和５年１２月８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４８１号

令和５年１２月８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により、医療扶助のための施術者の廃止の届出があったの

で、生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

医療扶助のための施術者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４８２号

令和５年１２月１１日

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定により、広島圏都市計画

（広島平和記念都市建設計画）区域区分を変更したので、同法第

２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定によ

り、次のとおり告示します。

　なお、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第２

項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画課及び南

区役所建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　都市計画の種類

広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）区域区分

２　都市計画を変更した土地の区域

広島市南区出島四丁目の一部

３　縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市都市整備局都市計画課

⑵　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

南区役所建設部建築課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４８３号

令和５年１２月１１日

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定により、広島圏都市計画

（広島平和記念都市建設計画）用途地域を変更したので、同法第

２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定によ

り、次のとおり告示します。

　なお、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第２

項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画課及び南

区役所建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　都市計画の種類

広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）用途地域

２　都市計画を変更した土地の区域

広島市南区出島四丁目の一部

３　縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市都市整備局都市計画課

⑵　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

南区役所建設部建築課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４８４号

令和５年１２月１１日

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定により、広島圏都市計画

（広島平和記念都市建設計画）下水道を変更したので、同法第２

１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

次のとおり告示し、同条第２項の規定により同法第１４条第１項

に規定する図書を縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　都市計画の種類

広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）下水道

広島公共下水道

２　都市計画を変更する土地の区域

広島市南区出島四丁目の一部

３　図書の縦覧場所

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市都市整備局都市計画課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４８５号

令和５年１２月１１日

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定により、広島圏都市計画

（広島平和記念都市建設計画）臨港地区を変更したので、同法第

２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定によ

り、次のとおり告示します。
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３、１１４４番、１１４５番１、１１４５番２、１１４６番

１、１１４６番２、１１５０番１、１１５０番２、１１５１

番、１１５２番の一部、１１５６番の一部、１１５７番の一

部、１１６４番１、１１６４番２の一部、１１６９番の一

部、１１７０番の一部、１１７１番、１１７２番、１１７３

番１、１１７３番２、１１７４番の一部、１１７５番の一

部、１１７６番の一部、甲１１７８番の一部、乙１１７８番

の一部及び丙１１７８番の一部

２　開発面積

９，５９０．０１㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市中区東白島町１７番１８号

矢神興産株式会社

代表取締役　中森　律美

４　検査済証交付年月日

令和５年１２月１３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４８８号

令和５年１２月１３日

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐北区亀山三丁目の１２２０番２２、１２２０番２

３及び１２２１番１

２　開発面積

１，７０４．３７㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市中区八丁堀１４番４号JEI広島八丁堀ビル６階

株式会社　フロンティア・サンワ

代表取締役　中川　正彦

４　検査済証交付年月日

令和５年１２月１３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４８９号

令和５年１２月１３日

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐南区伴東八丁目の７８０番５、７８０番６の一

部、７８０番１２、７８０番１３の一部及び７８１番２４３

の一部

２　開発面積

２，９１３．２０㎡

　なお、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第２

項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画課及び南

区役所建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　都市計画の種類

広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）臨港地区

２　都市計画を変更した土地の区域

広島市南区出島四丁目の一部

３　縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市都市整備局都市計画課

⑵　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

南区役所建設部建築課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４８６号

令和５年１２月１１日

　次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２３１条の２の３第２項の定めるところに

より告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定納付受託者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所

在地

名称　　　　　　　　　　株式会社ペイジェント

代表者の氏名　　　　　　代表取締役社長　河合　寛

主たる事務所の所在地　　東京都渋谷区円山町１９－１

　　　　　　　　　　　　渋谷プライムプラザ

２　指定納付受託者に納付させる歳入の種類

入学者選抜料（中等教育学校分に限る。）

３　指定納付受託者の指定をした日

令和５年１２月１１日

４　指定納付受託者に歳入を納付させる期間

令和５年１２月１１日から同月２２日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４８７号

令和５年１２月１３日

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安芸区中野三丁目の１０９８番の一部、１０９９番の

一部、１１００番の一部、１１０１番の一部、１１０２番１

の一部、１１０４番の一部、１１０５番、１１１０番の一

部、１１３４番２の一部、１１３４番３の一部、１１３７番

２の一部、１１３８番、１１３９番、１１４０番、１１４１

番、１１４２番、１１４３番１、１１４３番２、１１４３番



広　　島　　市　　報 第１１２４号　―２９―令和６年１月３１日

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、

市道の路線を次のように認定します。

　その関係図面は、令和５年１２月１５日から令和６年１月４日

まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

整理�
番号 路線名

起点
終点

17645 東１区
５５５号線

東区福田町字原山１０１０２番地地先
東区福田町字長尾２５０５番地地先

17646 東２区
２７４号線

東区戸坂惣田一丁目１０６９番地２地先
東区戸坂惣田一丁目１０７１番地２地先

17647 安佐南３区
８８６号線

安佐南区長束五丁目１０４７番地４地先
安佐南区長束五丁目１０４７番地７地先

17648
安佐北３区
１０１３号
線

安佐北区可部町大字桐原字山田２００２
番地２地先
安佐北区可部町大字桐原字山田２００２
番地４地先

17649
安佐北３区
１０１４号
線

安佐北区亀山二丁目１１３７番地７地先
安佐北区亀山二丁目１１３７番地１６地
先

17650
安佐北３区
１０１５号
線

安佐北区亀山七丁目３５２番地１４地先

安佐北区亀山七丁目３５２番地１０地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４９３号

令和５年１２月１５日

　道路の区域を次のように決定したので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、告示します。

　その関係図面は、令和５年１２月１５日から令和６年１月４日

まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の種類 路線名 敷地の幅員 敷地の延長

市　道 東１区
５５５号線

4.15　メートル
～
7.73

メートル
63.55

市　道 東２区
２７４号線

2.00　メートル
～
2.63

メートル
41.74

市　道 安佐南３区
８８６号線

4.00　メートル
～
8.00

メートル
35.17

市　道
安佐北３区
１０１３号
線

5.47　メートル
～
9.25

メートル
32.19

市　道
安佐北３区
１０１４号
線

6.00　メートル
～
11.24

メートル
67.38

市　道
安佐北３区
１０１５号
線

4.70　メートル
～
8.72

メートル
54.47

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４９４号

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市西区楠木町四丁目１９番７号

広島八谷建設株式会社

代表取締役　八谷　健俊

４　検査済証交付年月日

令和５年１２月１３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４９０号

令和５年１２月１４日

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定により、広島圏都市計画

（広島平和記念都市建設計画）生産緑地地区を変更したので、同

法第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定に

より、次のとおり告示します。

　なお、都市計画法第２１条第２項において準用する同法第２０

条第２項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画

課、佐伯区役所農林建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　都市計画の種類

広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）生産緑地地区

２　都市計画を変更する土地の区域

広島市佐伯区坪井二丁目の一部ほか２地区

３　縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市　都市整備局　都市計画課

⑵　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

佐伯区役所　農林建設部　建築課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４９１号

令和５年１２月１４日

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市東区温品五丁目１２３３番１

２　開発面積

２１，８８１．９４㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

東京都港区芝五丁目３４番６号

ＪＲ西日本プロパティーズ株式会社

代表取締役　森　克明

４　検査済証交付年月日

令和５年１２月１４日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４９２号

令和５年１２月１５日



広　　島　　市　　報―３０―　第１１２４号 令和６年１月３１日

令和５年１２月１５日

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年１２月１５日から令和６年１月４日

まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市道

安佐南
３区
８８６
号線

安佐南区長束五丁目１０４
７番地４地先 令和５年１２月

１５日安佐南区長束五丁目１０４
７番地７地先

市道

安佐北
３区
１０１
４号線

安佐北区亀山二丁目１１３
７番地７地先 令和５年１２月

１５日安佐北区亀山二丁目１１３
７番地１６地先

市道

安佐北
３区
１０１
５号線

安佐北区亀山七丁目３５２
番地１４地先 令和５年１２月

１５日安佐北区亀山七丁目３５２
番地１０地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４９５号

令和５年１２月１８日

　土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第３９条第１項

の規定により、広島市大塚中央土地区画整理組合の事業計画の変

更を認可したので、同条第４項の規定により次のとおり公告しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　組合の名称

広島市大塚中央土地区画整理組合

２　事務所の所在地

広島市安佐南区大塚西一丁目１４番２３号

３　設立認可年月日

令和３年５月２０日

４　事業施行期間

令和３年５月２０日から令和６年３月３１日まで

５　変更認可の年月日

令和５年１２月１８日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４９６号

令和５年１２月１８日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

名　称　エブリイ舟入南店

所在地　広島市中区舟入南一丁目６７４番９　ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

三菱ＨＣキャピタルエステートプラス株式会社

代表取締役　西喜多　浩

東京都千代田区丸の内一丁目６番５号

３　変更事項

　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

三菱ＨＣキャピタルプロパティ株式会社

代表取締役　西喜多　浩

東京都千代田区丸の内一丁目６番５号

（変更後）

三菱ＨＣキャピタルエステートプラス株式会社

代表取締役　西喜多　浩

東京都千代田区丸の内一丁目６番５号

４　変更年月日

令和５年１０月１日

５　届出年月日

令和５年１２月１３日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

広島市中区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和５年１２月１８日から令和６年４月１８日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９

号）第１条第１項に規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和６年４月１８日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４９７号

令和５年１２月１９日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残



広　　島　　市　　報 第１１２４号　―３１―令和６年１月３１日

令和５年１２月１９日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から休止の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる指定医療機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５０１号

令和５年１２月２０日

　子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条第

１項に規定する、令和４年度の市立保育園及び市立認定こども園

の施設型給付費について、別紙のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５０２号

令和５年１２月２０日

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　供用を開始する年月日

令和５年１２月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別　紙）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式区名 町名

汚水及び雨
水を排除

安佐南区 川内三丁目及び西原九丁目
の各一部

分流

安佐北区 亀山南二丁目の一部

汚水を排除

東区 馬木一丁目の一部

安佐南区
大町西一丁目、大町西三丁
目、上安一丁目及び高取南
一丁目の各一部

安佐北区 可部二丁目及び大林二丁目
の各一部

安芸区 中野二丁目の一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５０３号

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限
おしりおなか
クリニック八
丁堀

広島市中区鉄砲
町１０―１３　
４階

令和５年１１
月１日

令和１１年１
０月３１日

訪問看護ステ
ーションそれ
いゆ　広島東

広島市東区東蟹
屋町１０－３３

令和５年１１
月１日

令和１１年１
０月３１日

しんどう皮ふ
科アレルギー
科

広島市南区段原
日出一丁目１５
－１３　４Ｆ

令和５年１１
月１日

令和１１年１
０月３１日

訪問看護ステ
ーション　ふ
ぁみりぃ

広島市安佐北区
あさひが丘一丁
目１－８

令和５年１１
月１日

令和１１年１
０月３１日

もえぎ歯科ク
リニック

広島市安芸区船
越南二丁目２０
－５

令和５年１２
月１日

令和１１年１
１月３０日

サンリ薬局
広島市佐伯区八
幡一丁目２２－
１０

令和５年１１
月１日

令和１１年１
０月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４９８号

令和５年１２月１９日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる指定医療機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４９９号

令和５年１２月１９日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から変更の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる指定医療機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５００号
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例（平成２０年広島市条例第５６号）第１７条第３項及び広島市

湯の山温泉館条例（平成１７年広島市条例第５４号）第７条第３

項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定に係る公の施設

　広島市国民宿舎湯来ロッジ、広島市湯来交流体験センター及

び広島市湯の山温泉館

２　指定の相手方

広島市西区井口三丁目１９番５号

東洋観光湯来コンソーシアム

構成員

東洋観光株式会社

特定非営利活動法人湯来観光地域づくり公社

湯来町観光協会

３　指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５０６号

令和５年１２月２２日

　瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第

５条第１項及び第８条第１項の規定による特定施設の設置及び構

造等の変更の許可の申請があったので、同法第５条第４項の規定

により、その概要を告示します。

　なお、当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響につい

ての事前評価に関する事項を記載した書面は、令和５年１２月２

２日から令和６年１月１５日までの間、広島市環境局環境保全課

において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　申請者等

⑴　申請者の住所及び名称並びにその代表者の氏名

申請者の住所　　広島県安芸郡府中町新地３番１号

申請者の名称　　マツダ株式会社

代表者の氏名　　代表取締役社長　毛籠　勝弘

⑵　工場又は事業場の所在地及び名称

事業場の所在地　広島市南区小磯町１７４番地ほか

事業場の名称　　マツダ株式会社

２　申請内容

　マツダ株式会社において、機械器具製造業に供する廃ガス洗

浄施設（広－１８４）を１基設置する。

　今回、新たに設置する施設の排水は、排水処理施設を経由し

て公共用水域に放流する。しかし、同時に既設の廃ガス洗浄施

設（広－１３３）を１基使用休止するため、公共用水域に排出

される排出水の総量及び汚濁負荷量は変わらない。

　今回の申請により、公共用水域に排出される排出水の汚染状

態及び量に変更はない。

⑴　特定施設の種類、能力及び使用の方法

別紙１のとおり

令和５年１２月２０日

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、

次のとおり開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　下水の処理を開始する年月日

令和５年１２月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

（別　紙）

下水を処理する区域 終末処理場の位置�
及び名称区名 町名

安佐南区

川内三丁目、大町西一丁
目、大町西三丁目、上安一
丁目、高取南一丁目及び西
原九丁目の各一部

位置：�広島市西区扇一
丁目１番１号

名称：�広島市西部水資
源再生センター

安佐北区 可部二丁目、大林二丁目及
び亀山南二丁目の各一部

東区 馬木一丁目の一部
位置：�広島市南区向洋

沖町１番１号
名称：�太田川流域下水

道東部浄化セン
ター

安芸区 中野二丁目の一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５０４号

令和５年１２月２０日

　農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので、広島

市下水道条例（昭和４７年広島市条例第９６号）第２１条第２項

の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　供用を開始する年月日

令和５年１２月２０日

２　汚水を排除し、及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し、及び処理する区域 排水処理施設の名称
安佐南区沼田町大字吉山の一部 戸山農業集落排水処理施設

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５０５号

令和５年１２月２１日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき、広島市国民宿舎湯来ロッジ、広島市湯来交流体

験センター及び広島市湯の山温泉館の指定管理者を次のとおり指

定したので、広島市国民宿舎湯来ロッジ条例（平成１７年広島市

条例第５３号）第１３条第３項、広島市湯来交流体験センター条
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広島市中区国泰寺町二丁目４番７号

株式会社トータテ都市開発

代表取締役　川西亮平

４　検査済証交付年月日

令和５年１２月２６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５１０号

令和５年１２月２６日

　広島市似島歓迎交流センター条例（令和４年広島市条例第４６

号）第２０条第１項の規定に基づき、広島市似島歓迎交流セン

ターの呼称を次のとおり定めたので、同条第２項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　新たに呼称を定める施設

広島市似島歓迎交流センター

２　新たな呼称

ユーハイム似島歓迎交流センター

３　新たな呼称を使用する期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５１１号

令和５年１２月２６日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について、所有権を取得したので告示します。

　なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５１２号

令和５年１２月２７日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２

項の規定により、令和５年１１月１７日付けで届出された次の大

規模小売店舗について、同法第８条第２項の規定により意見書の

提出がありましたので、同条第３項の規定により、その概要を公

告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　ファミリータウン広電楽々園

⑵　所在地　広島市佐伯区楽々園四丁目４４４番１ほか

２　提出された意見の概要

別紙のとおり

３　提出された意見書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

⑵　汚水等の処理の方法

別紙２のとおり

⑶　排出水の汚染状態及び量

別紙３のとおり

別紙１から別紙３まで　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５０７号

令和５年１２月２５日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限
ニュース訪問
看護ステーシ
ョン

広島市中区吉島
西一丁目７－２

令和５年８月
１日

令和１１年７
月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５０８号

令和５年１２月２６日

　広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１６条の

７の規定に基づき、広島広域公園陸上競技場の呼称を次のとおり

定めたので、同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　呼称を定めた施設

広島広域公園陸上競技場

２　呼称

ホットスタッフフィールド広島

３　呼称を使用する期間

令和６年３月１日から令和１２年２月２８日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５０９号

令和５年１２月２６日

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐北区亀山一丁目の８７６番１の一部、８７８番、

８７９番１及び元Ｋ３－Ｆ３－Ｘ延光－１４－１５号水路敷

地の一部

２　開発面積

１，８５０．９７㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名
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次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１０３号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ８ 日

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、１２月１日に広島市西部自転車等保管所へ移動さ

せたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１０４号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ８ 日

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、１２月５日に広島市西部自転車等保管所へ移動さ

せたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１０５号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１０６号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ ５ 日

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、１２月６日に広島市西部自転車等保管所へ移動さ

せたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１０７号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ ５ 日

広島市佐伯区役所市民部区政調整課

４　提出された意見書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和５年１２月２７日から令和６年１月２７日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９

号）第１条第１項に規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５１３号

令和５年１２月２８日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第

１１５条の５第２項の規定により、次に掲げる者から指定居宅

サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があっ

たので、同法第７８条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５１４号

令和５年１２月２８日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項又

は第１１５条の１５第２項の規定により、次に掲げる者から指定

地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事

業の廃止の届出があったので、同法第７８条の１１第２号又は第

１１５条の２０第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５１５号

令和５年１２月２８日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので、同法第８５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５１６号

令和５年１２月２８日

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により、次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので、同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實
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　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第８９号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第９０号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ５ 日

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年１２月５日から同月１９日まで広島

市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
東３区
６３号
線

東区中山中
町９０１番
地２地先か
ら
東区中山中
町９０２番
地２地先ま
で

旧

メートル
1.40
～
1.60

メートル

29.50

新

メートル
5.40
～
8.40

メートル

29.50

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第９１号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ５ 日

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年１２月５日から同月１９日まで広島

市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
東３区
６３号
線

東区中山中町９０１番地２
地先から
東区中山中町９０２番地２
地先まで

令和５年１２月
５日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第９２号

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、１２月７日に広島市西部自転車等保管所へ移動さ

せたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１０８号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１０９号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ ２ 日

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、１２月１４日に広島市西部自転車等保管所へ移動

させたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１１０号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１１１号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、１２月２１日に広島市西部自転車等保管所へ移動

させたので告示します。
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広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１５０号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１５１号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１５２号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ６ 日

　稲荷町Ａ駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等について

は、令和５年１２月５日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、別紙のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１５３号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１５４号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙のとおり自転車

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第９３号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第９４号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ ５ 日

　矢賀駅駐輪場に長期間駐車されていた下記自転車については、

令和５年１２月１４日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１４８号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙のとおり自転車

等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１４９号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ 日

　旭町駐輪場、青崎一丁目駐輪場及び天神川駅南駐輪場に、長期

間駐車されていた自転車等については、令和５年１１月３０日に

広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示し

ます。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。
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令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙のとおり自転車

等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１６０号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ ９ 日

　天神川駅南駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等について

は、令和５年１２月１８日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので、別紙のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１６１号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１６２号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条の２第１項

の規定に基づき、一つの敷地とみなすこと等による下記の一団地

を認定しました。

　この関係図書は、広島市南区役所建設部建築課において、一般

の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

記

１　一団地の区域

広島市南区西霞町１３５－１、１３５－２

２　認定番号

第Ｒ０５認定通知広島市建３０００２号

３　認定年月日

令和５年１２月２８日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１６３号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日

等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１５５号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ８ 日

　青崎一丁目駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等について

は、令和５年１２月７日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、別紙のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１５６号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１５７号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ １ 日

　広島駅南口第三Ａ駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等に

ついては、令和５年１２月８日に広島市西部自転車等保管所へ移

動したので、別紙のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１５８号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１５９号
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１１２号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１１３号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１１４号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１１５号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１１６号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図面は、令和５年１２月２８日から令和６年１月１７

日まで、広島市南区役所建設部維持管理課において、一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里道 南４区７４号里道 本浦町７０４番地地先から本浦町
７０４番地地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１０８号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１０９号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ４ 日

　広島市屋外広告物条例第１５条の規定により広告物を除却し、

保管したので、同条例第１７条の２の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１１０号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１１１号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１１６号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ５ 日

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年１２月５日から同月１９日まで広島

市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
１区２
６３号
線

安佐南区川内四丁目４番地
１地先から
安佐南区川内四丁目７７番
地３２地先まで

令和５年１２月
５日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１１７号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ ２ 日

　長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和５年１２

月１１日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示しま

す。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１１８号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ １ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第１４号

２　指定年月日　　令和５年１２月２１日

３　道路の位置　　�広島市安佐南区東野二丁目の９３９番７、９

３９番１の一部、９３９番６の一部、９４３

番１の一部及び９４４番の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．１０ｍ～４．２０ｍ

　　　　　　　　　延長　３４．５２ｍ

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１１９号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ ６ 日

　長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和５年１２

月２５日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示しま

す。

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１１３号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ 日

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年１２月１日から同月１５日まで広島

市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 新旧

別
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道

安佐南
１区１
２３号
線

安佐南区八木二丁目
２０７番地地先から
安佐南区八木二丁目
２０６番地地先まで

旧
6.00
～
9.10

39.00

新
9.00
～
12.00

39.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１１４号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ 日

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年１２月１日から同月１５日まで広島

市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
１区１
２３号
線

安佐南区八木二丁目２０７
番地地先から
安佐南区八木二丁目２０６
番地地先まで

令和５年１２月
１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１１５号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ５ 日

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年１２月５日から同月１９日まで広島

市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 新旧

別
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道

安佐南
１区２
６３号
線

安佐南区川内四丁目
４番地１地先から
安佐南区川内四丁目
７７番地３２地先ま
で

旧
3.00
～
7.00

25.00

新
6.00
～
8.40

25.00
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水路
Ｋ４－Ｆ３－М横
川－２７－５７号
水路

安佐北区可部八丁目２２６６番１
地先から同所２２６７番３地先ま
で

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第９９号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ １ 日

　次のとおり市街化区域内の水路を指定します。

　その関係図面は、令和５年１２月１１日から同年１２月２５日

まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

水路
Ｋ３－Ｆ３－М横
川－２７－５８号
水路

安佐北区可部八丁目２２５１番６
地先から同所２２４９番３地先ま
で

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１００号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ ３ 日

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年１２月１３日から同月２７日まで安

佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別
敷地の幅員
（ｍ）

敷地の延長
（ｍ）

市道

安佐北
３区８
８８号
線

安佐北区大
林四丁目３
７３５番地
１地先から
安佐北区大
林四丁目３
７３４番地
１地先まで

旧
12.20
～
16.20

23.20

新
12.20
～
17.20

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１０１号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ ３ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図面は、令和５年１２月１３日から同年１２月２７日

まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里道 安佐北２区１３０
４号里道

口田南七丁目２７２９番２地先か
ら同所２７２８番１地先まで

里道 安佐北２区１３０
４号里道

口田南七丁目２７５６番２地先か
ら同所乙２７６１番地先まで

里道 安佐北２区１３０ 口田南七丁目２７２９番２地先か

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１２０号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４

号に規定する道路として指定しました。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　第５号

２　指定年月日　令和５年１２月２７日

３　路線名　　　市道　安佐南１区１９４号線

４　道路の位置　起点：�広島市安佐南区緑井二丁目３７３４－１

９地先

　　　　　　　　終点：�広島市安佐南区緑井二丁目３７３４－１

９地先

５　道路延長　　６．３０メートル

６　道路幅員　　１２．００メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第９７号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ １ 日

　次のとおり市街化区域内の水路の指定を変更します。

　その関係図面は、令和５年１２月１１日から同年１２月２５日

まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 新旧
別 路線名等 所在（起点及び終点）

水路

旧
Ｋ３－Ｆ３－
М横川－２７
－９号水路

可部八丁目２２６４番地先から
同所２２４９番３地先まで

新
Ｋ３－Ｆ３－
М横川－２７
－９号水路

可部八丁目２２６４番地先から
同所２２６４番地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第９８号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ １ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は、令和５年１２月１１日から同年１２月２５日

まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）
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道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市道
安芸１
区２６
号線

安芸区畑賀
町字奥為角
北３３９５
番地１地先
から
安芸区畑賀
町字奥為角
北３３９８
番地７地先
まで

旧

メートル
2.40
～
3.10

メートル

85.00

新

メートル
3.00
～
4.60

メートル

85.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第９８号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ５ 日

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年１２月５日から同月１９日まで広島

市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市道
安芸１
区２６
号線

安芸区畑賀町字奥為角北３
３９５番地１地先から
安芸区畑賀町字奥為角北３
３９８番地７地先から

令和５年１２月
５日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第９９号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ７ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第１０号

２　指定年月日　　令和５年１２月７日

３　道路の位置　　広島市安芸区中野二丁目３８６番８の一部

４　幅員　　　　　４．５０メートル

５　延長　　　　　２９．２０メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第１００号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ７ 日

　本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

７号里道 ら同所２７２９番１地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１０２号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ ６ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１．指定番号　　　第１０号

２．指定年月日　　令和５年１２月２６日

３．道路の位置　　�広島市安佐北区亀山一丁目の７８５番１の一

部、７９９番２の一部、８００番２の一部、

８０１番２の一部、８０２番２の一部、８０

９番１の一部、８０９番１地先里道及び８０

１番２地先水路

４．幅員及び延長　幅員　４．００メートル

　　　　　　　　　延長　３７．１３メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１０３号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日

　安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転

車等については、令和５年１２月２１日に広島市西部自転車等保

管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１０４号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により、令和５年１２月２

１日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第

１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第９７号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ５ 日

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年１２月５日から同月１９日まで広島

市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實



広　　島　　市　　報―４２―　第１１２４号 令和６年１月３１日

し、令和５年１１月２９日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので、同条例１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１２２号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ 日

　屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第７条第２項及び

第４項の規定により広告物等を除却し、保管したので、広島市屋

外広告物条例（昭和５４年広島市条例６５号）第１７条の２の規

定により次のとおり公示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１２３号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和５年１１月３０日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので、同条例１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１２４号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ 日

　広電佐伯区役所前駅駐輪場及び広電楽々園駅駐輪場内に長期間

駐車されていた別紙自転車等については、令和５年１１月３０日

に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１２５号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和５年１２月１日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１２６号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ６ 日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第１０１号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第１０２号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ ０ 日

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年１２月２０日から令和６年１月９日

まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市道
安芸４
区４１
３号線

安芸区矢野
町字大迫７
３１番地１
地先から
安芸区矢野
町字大迫７
３１番地１
地先まで

旧

メートル
7.60
～
7.70

メートル

39.90

新

メートル
7.60
～
54.70

メートル

39.90

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第１０３号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ ０ 日

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年１２月２０日から令和６年１月９日

まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市道
安芸４
区４１
３号線

安芸区矢野町字大迫７３１
番地１地先から
安芸区矢野町字大迫７３１
番地１地先まで

令和５年１２月
２０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１２１号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去



広　　島　　市　　報 第１１２４号　―４３―令和６年１月３１日

２　指定年月日　　令和５年１２月１３日

３　道路の位置　　�広島市佐伯区五日市中央五丁目の２４５２番

１の一部及び２４５２番２の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．００メートル

　　　　　　　　　延長　３１．４２メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１３１号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和５年１２月１８日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので、同条例１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１３２号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和５年１２月１９日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので、同条例１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１３３号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ ０ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について

は、令和５年１２月１９日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１３４号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図書は、令和５年１２月２５日から令和６年１月１５

日まで、広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

種類 路線名等 所在（起点及び終点）

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和５年１２月５日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１２７号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ６ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について

は、令和５年１２月５日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１２８号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和５年１２月８日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１２９号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和５年１２月１２日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので、同条例１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１３０号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ ３ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第６号



広　　島　　市　　報―４４―　第１１２４号 令和６年１月３１日

　次のとおり、広島市徴税吏員証・固定資産評価補助員証を紛失

した届出があったので、紛失の日以降、当該証票を無効としま

す。

広島市長　　松　井　一　實

紛失証票　　　広島市徴税吏員証・固定資産評価補助員証

交付番号　　　第３４０号

交付年月日　　令和５年４月１日

紛失年月日　　令和５年１２月１８日

紛失者氏名　　財政局西部市税事務所

　　　　　　　広島市徴税吏員

　　　　　　　固定資産評価補助員

　　　　　　　十川　尚斗

広島市議会規則第１号

令和５年１２月１５日

　広島市議会会議規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市議会議長　　母　谷　龍　典

広島市議会会議規則の一部を改正する規則

　広島市議会会議規則（昭和３１年広島市議会規則第１号）の一

部を次のように改正する。

　別表政策立案検討会議の項中「各会派」を「所属議員が３人以

上の会派」に改める。

附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

広島市人事委員会規則第１１号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ ６ 日

　初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する

規則をここに公布する。

広 島 市 人 事 委 員 会�

委員長　　飯　田　恭　示

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の一部を

改正する規則

（初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正）

第１条　初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和５４年

広島市人事委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。

別表第７のエの表中

「　　　　　「

　　　

７０
７１
７２
７３ 　　　

６９
７０
７０
７１

水路 Ｋ３－Ｈ－６２－
４－２０号水路

佐伯区千同一丁目４６８番１地先
から
同所４６８番１地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１３５号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和５年１２月２７日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので、同条例１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１３６号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日

　広電佐伯区役所前駅駐輪場及び広電楽々園駅駐輪場内に長期間

駐車されていた別紙自転車等については、令和５年１２月２７日

に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１３７号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条の２の規定

に基づき、一定の複数建築物に対する特例を下記の一団地につい

て認定しました。

　この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

記

１　一団地の名称

広電楽々園

２　一団地の区域

広島市佐伯区楽々園四丁目の４４４番１、４４４番１４、４

４４番１５及び４４４番１６

３　認定番号

第Ｒ０５認定通知広島市建００００４号

４　認定年月日

令和５年１２月２８日

公　　　　　　　告

令和５年１２月２０日

公 告

市 議 会 規 則

人事委員会規則
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　附則第６項中「第２項」を「附則第２項」に改め、同項を附

則第７項とする。

　附則第５項中「第２項」を「附則第２項」に改め、同項を附

則第６項とし、附則第４項の次に次の１項を加える。

５　職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例

（令和４年広島市条例第２９号）附則第５項に規定する旧条

例定年に達する日の属する年度の末日を超えて在職する職員

に対する前項の表の規定の適用については、同表Ａの欄中

「２以上」とあるのは「１以上」と、同表Ｂの欄中「１」と

あるのは「０」とする。

（初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する

規則の一部改正）

第３条　初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正

する規則（令和５年広島市人事委員会規則第６号）の一部を次

のように改正する。

　附則第２項中「おける」の右に「職員の定年等に関する条例

等の一部を改正する等の条例（令和４年広島市条例第２９号）

附則第５項に規定する旧条例定年に達する日の属する年度の末

日までの間にある職員に対する」を加える。

附　則

（施行期日等）

１　この規則は、公布の日から施行し、第１条の規定による改正

後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（以下「改正後

の規則」という。）の規定は、令和５年４月１日から適用す

る。

（経過措置）

２　令和５年４月１日からこの規則の施行の日の前日までの間に

おいて、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇

給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受け

る号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による

号給がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に

関する規則（以下「改正前の規則」という。）の規定による号

給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給につい

ては、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定

による号給とするものとする。

３　この規則の施行の日から令和６年３月３１日までの間におい

て、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、

昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受

ける号給に異動のあった職員（個別に人事委員会の承認を得て

号給を決定することとされている職員を除く。）のうち、前項

の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる

職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従

前の例によることができる。

広島市教育委員会告示第１７号

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ ８ 日

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

　　　　　　　を　　　　　に改め、同表のクの表中

　　　

７３
７４
７４
７５
７５
７６

」
　　

７１
７２
７２
７３
７４
７５

」

「　　　　　「

　　　　　　　を　　　　　に改め、同表のコの表中

　　　

４５
４６
４６
４７
４７
４８
４８
４８
４９
４９
４９
４９
５０
５０
５０
５１
５１
５１
５２
５２
５２
５２
５３
５３

」
　　

４６
４７
４８
４９
４９
５０
５０
５０
５１
５１
５１
５１
５２
５２
５２
５３
５３
５３
５４
５４
５４
５４
５５
５５

」

「　　　　　「

　　　　　　　
を　　　　　に改める。

　　　

１８
１９
２０
２１
２１
２２
２２
２３
２３
２４

」
　　

１７
１８
１８
１９
１９
２０
２０
２１
２２
２３

」

（初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の一部を改正す

る規則の一部改正）

第２条　初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の一部を改

正する規則（平成３０年広島市人事委員会規則第２号）の一部

を次のように改正する。

　附則第２項中「及び第４項」を「から第５項まで」に改め

る。

　附則第７項を削る。

教育委員会告示
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広島市監査公表第３３号

令和５年１２月２０日

広島市監査委員　　古　川　智　之�

同　　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　　山　本　昌　宏�

同　　　　　　　　平　野　太　祐

包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及

び監査の意見に対する対応結果の公表について

　地方自治法第２５２条の３８第６項の規定により、広島市長か

ら監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該

通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

　なお、併せて、広島市長及び広島市水道事業管理者から通知の

あった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る

事項を公表する。

広 島 市 教 育 委 員 会�

教育長　　松　井　勝　憲

１　日　時　令和５年１２月２５日（月）　午後１時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

【公開予定議題】

⑴　市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について

（代決報告）

⑵　広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部改

正について（議案）

⑶　中央図書館の移転及び郷土資料館サテライト（仮称）の設

置に係る敷地の選定及び建築の計画について（議案）

（別　紙）

令和４年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表

（環境局）

１　監査結果及び監査意見公表年月日

令和５年２月２日（広島市監査公表第３号）

２　包括外部監査人

松本　京子

３　監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日

令和５年１２月１３日（広施埋第７５号）及び同月１８日（広施埋第７８号）

４　監査のテーマ

財産に関する事務の執行及び管理について

５　監査の結果（指摘事項）及び措置の内容

　⑴�　設置及び管理につき条例の定めがされていなかったことについて（大谷埋立地建設事務所及び揚湯施設建設用地上に建設さ
れている志屋地区暫定ゲートボール場）

　　　（所管課：環境局施設部埋立地整備管理課）
監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

　広島市によれば、大谷埋立地建設事務所及び揚湯施設建設用地上に建設されている志屋地区
暫定ゲートボール場（以下「本物件」という。）につき、全施設完成後、条例を定めることと
していたようである。しかし、公の施設の設置とは、住民の利用に供する施設の利用を開始す
ることをいう（新版逐条地方自治法第９次改訂版１１０５頁）ところ、全施設完成を待って条
例制定するとすれば、当該完成期間が長期にわたる場合、全施設のうち一部を先行して住民の
利用に供された公の施設につき、その設置及び管理に関する条例の根拠がないことになり、条
例制定により公の施設の設置及び適切な管理を確保しようとした法の趣旨に反する。本物件に
おいても、約１０年以上にわたり、設置管理条例の定めがされていなかった。
　今後は、公の施設の設置管理の際、長期にわたって条例制定がされていない事態を未然に防
止する対策を講じるべきである。

　本物件のうち、志屋地区暫定ゲー
トボール場は、当時計画されていた
大谷埋立地の建設を前提として整備
することが決まっていた福祉セン
ターの施設整備に先立ち、地元住民
からの強い要望を受けて平成１１年
３月に暫定的に整備したものであ
り、福祉センターが建設された後
に、その施設と一体の公の施設とし
て設置及び管理に関する条例を制定
する予定としていた。
　その後、大谷埋立地建設計画の中
止に伴い、福祉センターの整備計画
も廃止され、同ゲートボール場につ
いては、平成２４年４月に地元団
体と管理協定を締結し、住民の一般
的な共同利用に供する施設ではなく
なったが、それまでの間は、公の施
設として条例の制定が必要であっ
た。
　監査結果の公表後、再発防止に向
け、条例の制定等を要するかどうか
の問題が生じ得る施設の設置を予定
する場合は、速やかに関係課と協議
を行うよう、注意喚起を行った。

監査公表
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　⑵�　行政財産の用途廃止をせず普通財産に分類変更していないことについて（大谷埋立地建設事務所及び揚湯施設建設用地上に
建設されている志屋地区暫定ゲートボール場並びに笹利スポーツ広場）

　　　（所管課：環境局施設部施設課及び環境局施設部埋立地整備管理課）
監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

　行政財産と普通財産とでは、その管理方法や手続が異なる（地方自治法第２３８条の４及び
第２３８条の５、広島市財産条例第２条から第５条まで及び第９条、広島市財産規則第３章第
４節及び第５節）。
　そのため、行政財産・普通財産を適切に分類しているかは当該財産の管理方法・手続に直接
影響を及ぼす点で極めて重要である。
　たとえば、地元団体に当該財産の管理を委託する場合でいえば、前者は指定管理者制度、後
者は管理協定によることが考えられる。＜中略＞大谷埋立地建設事務所及び揚湯施設建設用地
上に建設されている志屋地区暫定ゲートボール場（以下「本物件」という。）についても、行
政財産に分類したままであった以上、地元団体に包括的な管理を委託することは適当ではな
い。
　なぜなら、「清掃、警備などといった個々の具体的な業務を業務委託契約によって民間業者
に個々に委託することはともかく、これらの業務を一の民間事業者に包括的に行わせること
は、平成十五年改正の趣旨に鑑みれば原則として適当ではなく、当該民間事業者を指定管理者
として指定すべきである」（逐条地方自治法１１１１頁、地方自治法質疑応答集三〇二七の三
頁）からである。
　本物件については、本来の行政目的を失った平成２３年頃の時点で、行政財産の用途廃止を
行い、普通財産への分類変更を検討すべきであった。しかし、広島市はその検討を怠り、漫然
と本物件を行政財産としたまま、地元団体と包括的管理協定を締結した。
　本物件以外にも、本物件と類似状況の他物件（笹利スポーツ広場）が存在する。
　同広場は、昭和６０年の五日市町合併に伴い引継・取得したもので、公有財産台帳上、行政
財産として登録しているが、当初から地元団体に加入する特定の者の利用に供することを目的
とし住民の一般的な共同利用に供していなかった。
　同広場については、昭和６０年の時点で、行政財産とするか普通財産とするかを検討すべき
であったが、その検討を怠り、漫然と行政財産として分類登録した。
　したがって本物件及び同広場について、速やかに行政財産の用途廃止を行い、普通財産に分
類変更すべきである。

　監査の実施を受けて本物件は令和
５年１月３１日付けで、監査の結果
を受けて笹利スポーツ広場は同年３
月８日付けでそれぞれ行政財産の用
途廃止の上、普通財産へ分類変更を
行った。

６　監査の意見及び対応の内容

　固定資産台帳上の名称・面積について（筒瀬グリーンバンク広場（仮称）事業用地）
　　　（所管課：環境局施設部埋立地整備管理課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容
　本物件の固定資産台帳に記載されている「玖谷埋立地（筒瀬グリーンバンク広場）（インフ
ラ資産／土地：一般会計：行政財産：面積なし：取得金額２６２，６２７，４８０円）」「グ
リーンバンク用地買戻し（インフラ資産／土地：一般会計：行政財産：面積なし：取得金額７
０１，０５６，２３０円）」が、土地にもかかわらず面積の記載がないこと、公有財産管理シス
テムに記載がないことについて確認した結果、「玖谷埋立地（筒瀬グリーンバンク広場）」は
「筒瀬グリーンバンク広場（仮称）事業用地」に係る造成工事費用であり、「グリーンバンク
用地買戻し」は「筒瀬グリーンバンク広場（仮称）事業用地」を用地先行取得特別会計から一
般会計に買戻しした際の会計区分変更に伴い、固定資産台帳に記載されていた。
　このことから、固定資産台帳に記載された「玖谷埋立地（筒瀬グリーンバンク広場）」は土
地の造成工事費、「グリーンバンク用地買戻し」は会計区分変更に伴う変更であるため、固定
資産台帳上それぞれ土地として一の資産とするものではなく、「筒瀬グリーンバンク広場（仮
称）事業用地」として同一の資産とわかるよう公有財産管理システムと同様の名称に一致させ
ることが望ましい。
　また、本物件を精査したところ、面積は７６，４０７㎡であるため、固定資産台帳について
も正しい面積に修正することが望ましい。

　監査の意見を受けて、令和５年６
月に、固定資産台帳に記載されてい
る「玖谷埋立地（筒瀬グリーンバン
ク広場）」を「筒瀬グリーンバンク
広場（仮称）事業用地（造成工事費
用）」に、また「グリーンバンク用
地買戻し」を「筒瀬グリーンバンク
広場（仮称）事業用地（会計区分変
更）」にそれぞれ修正した。
　また、登録が漏れていた２筆の地
番を固定資産台帳へ追加し、面積を
７６，４０７㎡に修正した。

令和３年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

（水道局）

１　監査意見公表年月日

令和４年１月２７日（広島市監査公表第２号）

２　包括外部監査人

中川　和之

３　監査意見に対する対応結果通知年月日

令和５年１２月１２日（広水財第８９号及び第９０号）

４　監査のテーマ

水道事業に関する経営管理について

５　監査の意見及び対応の内容
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　⑴　幹部会議での審議事項について
　　　（所管課　水道局企画総務課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容
現状（問題点）
　広島市水道局幹部会議規程で開催が求められる幹部会議での議事録の保存期限３年に該当する令和２
年度幹部会議、令和元年度幹部会議、平成３０年度幹部会議において、審議実績がゼロである。審議す
べき事項が十分に審議されていない可能性がある。
　広島市水道局幹部会議規程で開催が求められる幹部会議は、令和２年度幹部会議、令和元年度幹部会
議、平成３０年度幹部会議の議事録を通査した結果、以下のとおり開催されていることを確認した。し
かしながら、保存されている議事録は全て報告事項のものであり、審議事項については、議事録では確
認することができなかった。

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

課長会議 １０回（面談） １２回（面談） １回（面談）
※開催に代えて２回書面で報告

部長会議 ３５回（面談） ４２回（面談） ９回（面談）
※開催に代えて１５回書面で報告

　次に、「令和２年度末までに審議された最新の審議事項は何か」という質問を実施した。この質問に
対し、保存が求められる３年間の議事録には審議事項がなく、それより以前は議事録の保存期限を経過
しているため、最新の審議事項が不明との回答を得た。
　以下に広島市水道局幹部会議規程を抜粋する。

　幹部会議は、広島市水道
局幹部会議規程第１条に基
づき、統一のある水道事業
を能率的に遂行するために
設置しており、市の水道事
業運営の基本方針及び重要
施策に関する事項を審議す
ることとしていた。
　しかしながら、当該規程
を制定した当時（昭和３８
年）と比べると、事務事業
が高度化、専門化している
ことから、幹部会議の審議
事項を含め業務の遂行に当
たっては、広島市水道局職
務権限規程に基づく合議及
び事前協議により、関係職
位との協議・調整を行って
いる。

（構成員）
第２条　幹部会議は、部長会議及び課長会議とする。
（付議事項）
第６条　幹部会議に付議する事案は、審議事項及び報告事項とする。
２　審議事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑴　市の水道事業運営の基本方針に関する事項
⑵　重要な新規事業その他重要施策の策定に関する事項
⑶　重要な行事に関する事項
⑷　各部課の事業計画で、部課相互の調整を必要とする事項
⑸　前各号に掲げる事項のほか、管理者が必要と認める事項
３　報告事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑴　幹部会議で審議決定した事項の執行状況
⑵　条例案、予算案その他市議会提出議案
⑶　市の水道事業の業務の状況を説明する書類に関する事項
⑷　法令の制定、改廃その他により市の水道事業運営に重要な影響を与える事項
⑸　前各号に掲げる事項のほか、管理者が必要と認める事項
（審議決定事項の実施）
第７条　幹部会議において審議決定した事項の実施については、管理者が決定する。
（付議手続）
第８条　部課長は、所管事務のうち、幹部会議に付議すべき事案があるときは、速やかに付議を要求
しなければならない。
２　部課長は、前項の規定により付議を要求するときは、その要旨及び資料を開催日の３日前までに
企画総務課長に送付しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。
（議事の記録）
第９条　企画総務課長は、幹部会議の議事を記録し、かつ、保存しなければならない。

　つまり、幹部会議に付議する事案は、当該事項が同規程の審議事項又は報告事項に当たり、部課長が
付議すべきと判断したものとなる。
　同規程第６条で規定される審議事項に該当するか否かは、以下のような評価（解釈）が含まれ、何を
審議事項とするか不明確である。
（例）
・⑴�　市の水道事業運営の基本方針に関する事項の基本方針とは何か。
・⑵�　重要な新規事業その他重要施策の策定に関する事項の重要とはどの程度か。
・⑶�　重要な行事に関する事項の重要とはどの程度か。
・⑷�　各部課の事業計画で、部課相互の調整を必要とする事項の部課相互の調整とは何か。
・⑸�　前各号に掲げる事項のほか、管理者が必要と認める事項の管理者が必要と認める事項とは何か。
　つまり、部課長が、基本方針や重要施策等と評価（解釈）し、部課長が付議すべきと判断した場合は
審議事項となり、幹部会議で審議されることとなる。
　広島市水道局幹部会議規程で開催が求められる幹部会議の議事録の保存期限は３年である。該当する
３年間である令和２年度幹部会議、令和元年度幹部会議、平成３０年度幹部会議において審議実績がゼ
ロであるということは、以下のことが言える。
　当３年間（令和２年度、令和元年度、平成３０年度）については、
⑴　市の水道事業運営の基本方針に関する事項
⑵　重要な新規事業その他重要施策の策定に関する事項
⑶　重要な行事に関する事項
⑷　各部課の事業計画で、部課相互の調整を必要とする事項

　このため、近年は、幹部
会議の審議事項として付議
された事案がなかったもの
であるが、監査の意見を
受けて、また、上記の実態
も踏まえ幹部会議に付議す
る事案について整理した結
果、審議事項を廃止すると
ともに、報告事項を改める
こととし、令和５年４月１
日付けで広島市水道局幹部
会議規程を改正した。
　なお、改正内容について
は、広島市水道局幹部会議
の構成員に周知した。



広　　島　　市　　報 第１１２４号　―４９―令和６年１月３１日

⑸　前各号に掲げる事項のほか、管理者が必要と認める事項
　について、該当がなかったということになる。
　何をもって重要とするか、何が基本方針かというような評価（解釈）はここでは問題としないが、審
議実績がゼロであることは事実である。
　幹部会議の審議事項である、⑴市の水道事業運営の基本方針に関する事項、⑵重要な新規事業その他
重要施策の策定に関する事項又は⑸前各号に掲げる事項のほか、管理者が必要と認める事項、として監
査人が審議事項とも考えられる事項について以下①②③の質問を実施した。
①　審議の有無、
②　議事録の有無
③　実施していない場合はその理由
　以下に質問及び広島市水道局の回答の一部を記載する。

①審議
の有無

②議事録
の有無 ③実施していない場合はその理由

１ 広島市水道
ビジョンの
策定

無 無 　「広島市水道ビジョン」の策定は、関係課と長期に渡って協
議・調整を重ねながら作成するものであり、また、広島市水道
局職務権限規程に則って適切に意思決定を行っている。こうし
たことから、幹部会議で審議することはなじまない。なお、作
成過程において、局内での情報共有は図られており、最終的な
成果物も幹部会議へ報告している。

２ 中期経営計
画の策定

無 無 　中期経営計画の策定は、各部門から提出される資料（財政収
支等要求資料）を基に作成するものであり、広島市水道局職務
権限規程に則って適切に意思決定を行っている。このため、幹
部会議で審議することはなじまない。なお、作成過程において
は、必要に応じて各部門に対してヒアリング等を行うことで調
整を図っており、最終的な成果物は幹部会議へ報告している。

３ 広島市水道
施設〔浄水
場等〕維持
保全計画

無 無 　維持保全計画策定の過程で、方針について関係課と協議・調
整を重ねて決定しているため、幹部会議で審議することはなじ
まない。

４ 広島市水道
管路維持保
全計画

無 無 　維持保全計画策定の過程で、方針について関係課と協議・調
整を重ねて決定しているため、幹部会議で審議することはなじ
まない。

５ 徴収業務の
外 部 委 託
（外部委託
すること自
体の検討）

無 無 　徴収業務の外部委託については、組織及び人員に関わること
であるため、幹部会議で広く審議する案件にはなじまないと考
える。このため、管理者以下関係部課長（局次長、営業部長、
人事課長、営業課長、業務管理担当課長）で審議し、意思決定
を行った。なお、当該外部委託は、広島市行政経営改革推進プ
ランの取組項目としているため、市長へも報告している。

６ 施設の統廃
合計画

無 無 　「広島市水道ビジョン」策定の過程で、各施策について関係
課と協議・調整を重ねて決定しているため、幹部会議で審議す
ることはなじまない。

７ 府中浄水場
の廃止決定
について

無 無 　「広島市水道ビジョン」策定の過程で、各施策について関係
課と協議・調整を重ねて決定しているため、幹部会議で審議す
ることはなじまない。

８ 広域連携の
「統合以外
の連携」を
選択するこ
とについて

無 無 　広域連携の「統合以外の連携」の選択については、広島県水
道広域連携協議会における検討を局内関係課と長期に渡って
協議・調整を重ねながら行ったものであり、局内での情報共有
は図られている。また、市長まで説明を行うとともに、市議会
へ報告した上で意思決定を図ったものである。こうしたことか
ら、幹部会議で審議することはなじまず、報告案件としたもの
である。

　このように、上記のいずれについても「幹部会議で審議することはなじまない」ことを、審議しない
理由の一つと回答している。　これについて他の結果（指摘）、意見と関連する内容について監査人の
見解を記載する。
　水道料金の徴収業務という基幹業務の一部を委託することは、幹部会議の審議事項の⑴市の水道事業
運営の基本方針に関する事項又は、⑵重要な新規事業その他重要施策の策定に関する事項であると考え
られる。「ア．組織及び人員に関わることであるため、幹部会議で広く審議する案件にはなじまないと
考える。」とあるが、組織及び人員に関わることは広島市水道局の全体に横断的にかかわることでもあ
り、幹部会議で報告事項として取り扱っているが、むしろ、広く審議したほうが良い案件とも考えら
れる。また、幹部会議で審議することがなじまないことを理由に幹部会議で審議しなくてよいのであれ
ば、それを理由に審議されないことが慣例となり、幹部会議の審議事項が形骸化してしまうのではない
か。
　次に広域連携の「統合以外の連携」を選択することについて、令和３年度包括外部監査意見交換会に
て、以下の質問を実施した。
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質問内容 回答
１． 　広域連携の「統合以外の連携」を選

択することについては、市の水道事業
運営の基本方針に関する事項か。

　広域連携の「統合以外の連携」を選択することにつ
いては、市の水道事業運営の基本方針に関する事項で
ある。

２． 　広域連携の「統合以外の連携」を選
択することについては、市の水道事
業運営の基本方針に関する事項にもか
かわらず、審議事項としない理由は何
か。

①�　水道局の幹部会議は、付議すること自体が目的で
はなく、統一のある水道事業を能率的に遂行するこ
とを目的としている。

②�　幹部会議で審議することはなじまず、報告案件と
したものである。

　これらを踏まえて監査人の見解を記載する。
　広域連携の「統合以外の連携」が市の水道事業運営の基本方針に関する事項であるに該当するのであ
れば、幹部会議にて審議し、議事録を残した方が良いのではないか。
　上記の広島市の回答「①水道局の幹部会議は、付議すること自体が目的ではなく、統一のある水道事
業を能率的に遂行することを目的としている。」とあるが、広島市水道局幹部会議規程に定める手順を
経て、目的を達成できるとも考えられる。また、他の手段を利用することで目的を達成していると思っ
ても、実は目的が達成されていない可能性もある。
　次に、「②幹部会議で審議することはなじまず」とあるが、幹部会議で審議することがなじまないこ
とを理由に幹部会議で審議しなくてよいのであれば、それを理由に審議されないことが慣例となり、幹
部会議の審議事項が形骸化してしまうのではないか。実際に、令和２年度幹部会議、令和元年度幹部会
議、平成３０年度幹部会議において、審議実績がゼロであり、幹部会議の審議事項について形骸化して
いると考えられる。
　全体的な広島市水道局の考えや主張を以下に記載する。

　幹部会議は、①付議すること自体が目的ではなく、統一のある水道事業を能率的に遂行することを
目的としています。
　こうした中、業務の遂行に当たっては、③広島市水道局職務権限規程に基づき、事前協議や合議に
より、関係職位と協議・調整を行うことで、幹部会議に付議することなく当該目的を達成するものも
あり、また、②案件によっては幹部会議に付議することがなじまない性質のものもあります。
　こうしたことを踏まえて、審議事項については、部課長が案件ごとに状況等を勘案の上、幹部会議
に付議するか否かを判断しています。
　なお、上記のとおり、広島市水道局職務権限規程に基づく事前協議や合議によるものも含め、統一
のある水道事業の能率的な遂行は確保しています。

※　審議事項になじまない性質としているもののうち、報告事項として取り扱っている案件もある。
上記①及び②については、前述したとおりである。③については、以下のように考える。
　「③広島市水道局職務権限規程に基づき、事前協議や合議により、関係職位と協議・調整を行うこと
で、幹部会議に付議することなく当該目的を達成するものもあり」とある。以下のとおり、広島市水道
局幹部会議規程と広島市水道局職務権限規程の目的は類似している。

規程 目的
広島市水道局幹部会議規程 統一のある水道事業を能率的に遂行するため（左記規程第１条）
広島市水道局職務権限規程 事務の遂行の責任体制の確立と事務の組織的かつ能率的な処理を図るこ

と（左記規程第１条）

　広島市水道局職務権限規程の目的は、「事務の遂行の責任体制の確立と事務の組織的かつ能率的な処
理を図ること」であり、「広島市水道局職務権限規程に基づき、事前協議や合議により、関係職位と協
議・調整を行うこと」で、広島市水道局幹部会議規程が掲げる目的の「統一のある水道事業を能率的に
遂行すること」を達成できるとも考えられる。この点、広島市水道局職務権限規程があるにもかかわら
ず、広島市水道局幹部会議規程が存在する趣旨は、特に重要な事項については、合議体で慎重に審議さ
れるべきということであると考えられる。この特に重要な事項が以下のとおり審議事項として規定され
ているものであると考える。
⑴　市の水道事業運営の基本方針に関する事項
⑵　重要な新規事業その他重要施策の策定に関する事項
⑶　重要な行事に関する事項
⑷　各部課の事業計画で、部課相互の調整を必要とする事項
⑸　前各号に掲げる事項のほか、管理者が必要と認める事項
　また、これらの審議の過程は議事録として残すこととなる。
　広島市水道局によると民間企業では、会社法の規定で、重要な業務執行は代表取締役等にその意思決
定を任せることができず、取締役会が決しなければならないとされているが、水道局の幹部会議にはそ
うした規定はなく、取締役会とは性格を異にするものであるとのことであり、この点については理解し
得るところである。
　しかし、幹部会議は業務の執行に関して決裁（決定）権限はないものの、事業に関わる高い見識を有
する幹部が集まり業務に関して審議（討議・検討）を行う場であると理解する。そのため最終的な決裁
は行わないものの、審議の内容が決裁に少なからず影響を及ぼすものと思われ、水道事業の経営管理に
とって非常に重要な位置付けにあると考える。
監査人の意見
　幹部会議で審議すべき事項は審議されるべきである。しかし、その判断は部課長の評価（解釈）が介
入するため、審議事項とされるべき事項も審議事項として付議されないおそれがある。審議事項とする
かの判断に部課長の評価（解釈）を極力排除するため、審議事項を整理し、リストアップするなどして
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把握・周知していただきたい。また事前にリストアップできない事項については、適宜幹部会議の庶務
である企画総務課に相談することが望ましく、審議事項としないと判断した事項は、審議事項としない
とした旨及びその理由程度は記録に残すことが望ましい。

　⑵　幹部会議での報告事項について
　　　（所管課：水道局企画総務課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容
現状（問題点）
　令和２年度について部長会９回、課長会１回の開催実績であり、幹部会議の報告事項が網羅的に審議
及び報告されない可能性があるのではないか。（審議事項については「意見１」参照）
　広島市水道局幹部会議規程の第４条に以下のとおり規定されている。
　「部長会議は、毎週１回開催する。ただし、都合により中止することがある。２項に、課長会議は、
毎月１回開催する。ただし、都合により中止することがある。」
　コロナ禍等が理由で、幹部会議の開催が中止され、原則として求められる開催頻度で開催できないこ
とは致し方ない。しかし、報告されるべきものが報告されなくても良いということではない。
　幹部会議の開催実績は以下のとおりである。（全て報告事項で審議実績はゼロである。「意見１」参
照））

幹部会議 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

課長会議 １０回（面談） １２回（面談） １回（面談）
※開催に代えて２回書面で報告

部長会議 ３５回（面談） ４２回（面談） ９回（面談）
※開催に代えて１５回書面で報告

　令和２年度において、課長会議２回及び部長会議１５回の合計１７回を開催に代えて書面で報告した
としている。この点、広島市水道局が書面で報告したと主張する部長会議１５回分に関しては、１５回
のうち、１２回に「部長会議を開催しないこととする事務連絡」が記載されている。（ただし、５月１
１日分を除いて市議会の市長コメントがメールに添付されている。）
　つまり、令和２年度の課長会議１回（面談）、２回（書面）、部長会議９回（面談）、１５回（書
面：内１２回は面談で部長会議を「対面で」開催しない旨の事務連絡）で網羅的に報告事項が報告され
ていない可能性がある。
監査人の意見
　広島市水道局幹部会議規程に以下のとおり報告事項が規定されている。
（付議事項）
第６条　幹部会議に付議する事案は、審議事項及び報告事項とする。
（中略）
３　報告事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑴　幹部会議で審議決定した事項の執行状況
⑵　条例案、予算案その他市議会提出議案
⑶　市の水道事業の業務の状況を説明する書類に関する事項
⑷　法令の制定、改廃その他により市の水道事業運営に重要な影響を与える事項
⑸　前各号に掲げる事項のほか、管理者が必要と認める事項
　これらの報告事項に該当するとして、平成３０年度及び令和元年度の幹部会議は以下のとおり、平成
３０年度は合計４５回（面談）、令和元年度は合計５４回（面談）開催されている。

幹部会議 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

課長会議 １０回（面談） １２回（面談） １回（面談）
※開催に代えて２回書面で報告

部長会議 ３５回（面談） ４２回（面談） ９回（面談）
※開催に代えて１５回書面で報告

合計 ４５回 ５４回 ２７回
※開催に代えて書面で報告したものを含む

　一方で、令和２年度は合計２７回（面談１０回、書面による報告１７回）に過ぎない。これは、平成
３０年度及び令和元年度に不要な報告事項まで報告していたか、令和２年度に報告すべきものが報告さ
れていない可能性がある。幹部の貴重な時間を割いてまで報告する必要がない事項も報告していたのな
らば時間と労力の無駄であるし、令和２年度が報告事項を網羅的に報告できなかったとすると、書面報
告の内容の充実やＷｅｂ会議を早期導入する等をして、網羅的な報告がされるべきである。
　次に「意見１」の審議事項と同様に、幹部会議で報告すべき事項は報告されるべきである。しかし、
その判断は部課長の評価（解釈）が介入するため、報告事項とされるべき事項も報告事項として付議さ
れないおそれがある。報告事項とするかの判断に部課長の評価（解釈）を極力排除するため、報告事項
を整理し、リストアップするなどして把握・周知することが望まれる。

　幹部会議は、広島市水道
局幹部会議規程第１条に基
づき、統一のある水道事業
を能率的に遂行するために
設置しており、幹部会議に
付議する事案は審議事項及
び報告事項としていた。
　審議事項は、市の水道事
業運営の基本方針や重要施
策の策定に関する事項等と
していたが、当該規程を制
定した当時（昭和３８年）
と比べると、事務事業が高
度化、専門化しているこ
とから、こうした業務の遂
行に当たっては、広島市水
道局職務権限規程に基づく
合議及び事前協議により、
関係職位との協議・調整を
行っており、近年は、幹部
会議に付議された事案がな
かったものである。
　報告事項は、新規事業や
重要施策の執行状況等で
あったが、コロナ禍の影響
等により、令和２年度にお
いては付議すべき事案が減
少していたものの、必要
な事案は適切に付議してい
た。
　このため、監査の意見を
受けて、また、上記の実態
を踏まえて、幹部会議に付
議する事案について整理し
た結果、審議事項を廃止す
るとともに、報告事項を改
めることとし、令和５年４
月１日付けで広島市水道局
幹部会議規程を改正した。
　なお、改正内容について
は、広島市水道局幹部会議
の構成員に周知した。
　また、会議の開催方法に
ついては、参集を基本と
し、必要に応じてＷｅｂを
活用することとした。

　⑶　中期経営計画のローリングについて
　　　（所管課：水道局財務課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容
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現状（問題点）
　平成３０年度～平成３３年度の中期経営計画を開示したのちに、平成３０年度の西日本豪雨災害の影
響で、主要施策に加わっているが見直し後の中期経営計画が開示されていない。この点について質問を
したところ、中期経営計画の大きな目的として中心となる財政収支計画を基に水道料金改定の要否につ
いて示すことにあるとの回答であった。平成３０年７月豪雨災害復旧についてはその事業費が当初の財
政収支計画に大きな影響を与えるものではないと判断し、中期経営計画の見直しは行わず、年度の予算
実績へ反映させるとのことである。

詳細情報
　広島市水道局では中期経営計画における財政収支計画で計画期間である４年間の財政収支の見通しを
立て、資金残高の推移を推計する。資金残高を十分確保できるようであれば、現行水道料金の水準を維
持することとしている。つまり中期経営計画の作成は水道料金を改定するか否かを判断するための根拠
とすることを一つの大きな目的としている。
　しかし、いわゆる中期経営計画の主な役割の一つとして、対象期間における事業が予定どおり進行し
ているか否かを確かめ、乖離していると認められる場合にはその原因を把握・分析し、事業遂行の軌道
修正を行えるようにするというものがある。例えて言えば、航海に出る際の海図のような役割を有する
ものである。経営環境の大きな変化により中期経営計画対象期間の業績数値が予定数値と乖離する見
込みがある場合、多くの民間事業会社では経営計画の見直し（ローリング）を実施する。平成３０年度
から平成３３年度の中期経営計画の初年度に西日本豪雨災害が発生した。当災害は確かに水道料金改定
をもたらすほどの影響はなかったかもしれないが、対象期間末の財政収支計画の当初見込業績から一定
程度乖離する可能性がある場合は、補正を行い、公表する財政収支計画や中期経営計画にも反映させる
ことが無理なく将来をも見据えた業務遂行を可能にし、経営の効率化にも繋がるのではないかと思われ
る。
　この点について広島市水道局では前出の豪雨災害など大きな事象が発生し、財政収支に影響が見込ま
れる場合は、一旦財政収支計画にどの程度影響するかの試算、検討は実施しているとのことである。検
討の結果、水道料金水準を変更する程度の影響がないものと判断した場合は特に公表済の財政収支計
画、中期経営計画の改定は実施せず、年度予算で調整するとのことである。
　年度予算は単年度ごとに策定し執行されるが、中期経営計画期間中に比較的影響の少ない災害や経済
情勢の変化などの事象が起きたということであれば年度予算で吸収し、取り込むことは可能であるかも
しれない。しかし、近年見られるように毎年のように何らかの災害が発生し、新型コロナウイルス感染
症感染拡大のように社会的・経済的影響が極めて大きい事象が年度を跨ぐような形で起きた場合、果
たして中期経営計画期間中の単年度予算で業務に過大な負担を課さずに吸収しきれるのかという点であ
る。また、事象の発生により影響があると見込まれる場合は財政収支計画の検討を行うということであ
るが、その際に事象発生の都度その事象のみの影響について検討し計画からの乖離を見ているのか、も
しくはその事象発生も含め、計画期間中にそれまで発生した事象も含めた累積値としての計画への影響
を検討しているのかという点がある。現行の中期経営計画の見直しを行わなかったためにその積み残し
が次期の中期経営計画に含められ無理が生じることや、積み残しが次期、次々期へと先延ばしされ、必
要な施策がいつまでも実施されないこととなってしまうのではないかという懸念も生ずる。

監査人の意見
　毎年ローリングをするべきというのではなく、必要な時は一部修正する方針とし、検証は一定期間毎
に行う方法でもよいと思われる。本来は水道局自ら検証を実施し、修正の要否を判断し、修正すること
が望ましいが、例えば当初の間は水道局と利害関係のない第三者である外部専門家による協議会を設置
し、事業の遂行や財政収支の状況を踏まえて意見をもらうというのも一つの有効な方法と考える。例え
ば仙台市では「経営状況や基本計画・中期経営計画の実績評価等に、外部の有識者等から客観的な評価
をいただくこと等を目的に、仙台市水道事業経営検討委員会を設置しています。」とあり大学教授等の
外部専門家により仙台市水道事業経営検討委員会を設置している。現在の中期経営計画の役割を拡大し
最大限経営に活用できるようにするための一つの方法として検討の余地はあると考える。

　中期経営計画の実施に
当たって、計画と実績が
乖離しているものについて
は、毎年度の予算編成過程
の中でその原因を把握・
分析し、その結果を予算
へ反映させるとともに、
財政収支への影響について
試算を行った上で、必要
に応じて当該計画の見直
しを行うこととしている。
　また、当該計画は事業経
営の根幹をなすものである
ことから、経営主体である
水道局自らが検証を実施
し修正の要否を判断してお
り、現時点では外部専門家
による協議会等の設置は考
えていない。

　⑷　中期経営計画におけるＰＤＣＡについて
　　　（所管課：水道局財務課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容
現状（問題点）
　中期経営計画は「広島市水道ビジョン」に掲げられている基本理念、施策目標、主要事業、具体的取
組を踏まえて中長期的視点に立って計画的に経営を行うため４年ごとに策定・公表されている。現在実
施中の中期経営計画は平成３０年２月に策定された平成３０年度～平成３３年度（令和３年度）を対象
としている。計画の内容は４年間の財政収支計画、主要施策、経営の効率化等としている。また、計画
期間中の各年度の実施に当たっては社会経済情勢等の変化を踏まえて各年度予算へ適切に反映させ事業
運営を推進するとしている。
　上記の「広島市水道ビジョン」、「中期経営計画」、「年度予算」の構成の下、適切な業務執行が求
められる。これに関して「広島市水道ビジョン」４５頁にてＰＤＣＡサイクルによる執行管理に言及し
ている。

「広島市水道ビジョン」で掲げた基本理念に沿って着実に施策目標を実現していくためには、計画の
執行管理を適切に行い、必要に応じて計画の見直しをする必要があります。これらは計画（Ｐｌａ
ｎ）に基づいて事業を実施（Ｄｏ）し、その結果を評価（Ｃｈｅｃｋ）し、改善（Ａｃｔｉｏｎ）に
つなげていく、ＰＤＣＡサイクルに基づいて行います。

　中期経営計画の実施に当
たっては、「広島市水道ビ
ジョン」に記載のとおりＰ
ＤＣＡサイクルに基づき
社会情勢等の変化を踏まえ
て各年度予算へ適切に反映
させるとともに、その実績
についてはこれまでも水道
局ホームページにおいて情
報提供しているところであ
る。
　監査の意見を受けて、計
画期間（平成３０年度～令
和３年度）の終了後に行う
４か年を総括した詳細な実
績報告において、他都市の
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（出典：「広島市水道ビジョン」Ｐ４５より抜料）

　中期経営計画においてＰＤＣＡサイクルを適用するのであれば、当該中期経営計画内でＰＤＣＡサイ
クルの状況を知り得るようにすることが望ましい。中期経営計画で計画を明らかにしたのであれば、そ
の実施・遂行状況、結果の評価、改善予定を計画期間途中や次の中期経営計画の中で明らかにすること
が必要である。さもなければ第三者は計画された事業内容がどのように実施され、それがどのように評
価され、評価結果に基づく改善がどのように予定されているのか知り得ず、ＰＤＣＡサイクルが適切に
適用されているのかどうかも知り得ない。

監査人の意見
　中期経営計画にもＰＤＣＡサイクルを適用するのであれば、目標を達成したものについてはその内容
を、未達成のものについてはその原因の分析を行い、具体的な改善策を同じ中期経営計画内で明らかに
する必要があると考える。
　これに対して広島水道局は中期経営計画の実施に当たっては、社会経済情勢等の変化を踏まえて、各
年度予算へ適切に反映させていることから、ＰＤＣＡサイクルに基づいて行っていると考えているとの
回答である。
　「現状」でも述べたとおり、広島市水道局は「広島市水道ビジョン」においてＰＤＣＡサイクルに基
づいて施策目標の実現に向けて計画の執行管理を行っていくことを明らかにしている。このため、「広
島市水道ビジョン」や「中期経営計画」を見る者にとってＰＤＣＡサイクルに基づく業務の執行を容易
に理解できる情報提供方法を検討すべきと考える。
　この点については、広島市水道局も計画の進捗状況等をより分かりやすく説明していくため、施策ご
との具体的な取組について、広島市水道ビジョンや中期経営計画に数値でどう示していくか、他都市の
状況等も参考にしながら検討していきたいと考えているとのことであり、是非検討を進めるよう求めた
い。

状況も参考にしつつ、ＰＤ
ＣＡサイクルに基づく業務
の執行を容易に理解できる
よう記載を見直すととも
に、各施策の具体的な取組
の説明に写真や図表を活用
するなど、水道利用者等に
とって分かりやすいものと
なるよう改善を図った。




